
JP 4536930 B2 2010.9.1

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮影すべき組織を引き伸ばすための引き伸ばし手段（２１）を引き込む牽引装置（３０
）であって、
　撮影で用いられるエネルギー形態に対して透過性のある可撓性材料の層を有する引き伸
ばし手段（２１）を牽引方向（２６）に受け入れるための受け入れ手段（３７）と、
　前記引き伸ばし手段（２１）を前記牽引方向（２６）に引き込むための牽引すなわち搬
送手段（３１）と、
　前記受け入れ手段（３７）により受け入れられた前記引き伸ばし手段（２１）を前記牽
引すなわち搬送手段（３１）に係合するための係合手段（３２）とを備える牽引装置（３
０）において、
　実質的に矩形、細長いまたは帯状のシートの形状である前記引き伸ばし手段（２１）を
一方の端部から前記牽引装置（３０）へ送り込む際に、前記受け入れ手段（３７）は、前
記引き伸ばし手段（２１）を前記一方の端部から前記牽引方向（２６）に前記牽引すなわ
ち搬送手段（３１）へ受け入れるように構成されていることを特徴とする牽引装置。
【請求項２】
　前記係合手段（３２）は、前記引き伸ばし手段（２１）が前記一方の端部から前記牽引
装置（３０）へ送り込まれるように前記引き伸ばし手段（２１）を前記牽引すなわち搬送
手段に係止するための係止手段、または、前記牽引装置（３０）に送り込まれる前記引き
伸ばし手段（２１）の前記一方の端部に隣接した両側で前記引き伸ばし手段（２１）を前
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記牽引すなわち搬送手段に係合するための係止手段を含むことを特徴とする請求項１に記
載の牽引装置。
【請求項３】
　前記受け入れ手段は、ガイド（３７）を備え、該ガイド（３７）は、前記牽引装置（３
０）内へ送り込まれる前記引き伸ばし手段（２１）を、前記牽引すなわち搬送手段のドラ
ム、シリンダ、棒、パイプ、又は軸（３１）の周りに案内することを特徴とする請求項１
又は２に記載の牽引装置。
【請求項４】
　前記引き伸ばし手段（２１）を前記牽引すなわち搬送手段（３１）に係合する係合手段
は、前記シリンダ（３１）に動作可能に接続される係止手段を含むことを特徴とする請求
項３に記載の牽引装置。
【請求項５】
　前記係止手段は偏心器（３３）を含み、該偏心器（３３）は、前記シリンダ（３１）に
接触する際、該シリンダとの間に送り込まれる前記引き伸ばし手段（２１）が、前記牽引
方向（２６）とは反対に作用する力の影響下にある場合に、前記偏心器（３３）が前記シ
リンダ（３１）に対して楔で留めようとすることを特徴とする請求項４に記載の牽引装置
。
【請求項６】
　前記係止手段は、前記偏心器（３３）を前記シリンダ（３１）に対して押圧するばね（
３４）を含むことを特徴とする請求項５に記載の牽引装置。
【請求項７】
　前記引き伸ばし手段（２１）の牽引方向（２６）ならびに反対方向の双方において、前
記牽引すなわち搬送手段を動作するための動作手段（３８）を含むことを特徴とする請求
項１ないし６のいずれかに記載の牽引装置。
【請求項８】
　前記係止手段の前記係止を解放するための解放バー（３６）を含み、該解放バー（３６
）は、前記シリンダ（３１）が前記引き伸ばし手段（２１）の前記牽引方向（２６）と反
対に回転する場合に、前記偏心器（３３）が前記シリンダ（３１）の表面との接触を中断
するように前記偏心器（３３）を回転させるように、前記偏心器（３３）と接触するよう
配置されることを特徴とする請求項７に記載の牽引装置。
【請求項９】
　前記牽引装置（３０）により前記引き伸ばし手段（２１）を搬送するための手段を含む
ことを特徴とする請求項１または２に記載の牽引装置。
【請求項１０】
　前記引き伸ばし手段（２１）が前記牽引装置（３０）に給送されたかどうかを確認する
センサ手段を含むことを特徴とする請求項１ないし９のいずれかに記載の牽引装置。
【請求項１１】
　前記引き伸ばし手段（２１）を受けたことの情報を伝達するために、前記センサ手段か
ら前記牽引すなわち搬送手段への信号経路を有する制御システムを含むことを特徴とする
請求項１０に記載の牽引装置。
【請求項１２】
　前記係合手段（３２）は、前記信号経路を通って伝達された識別信号に従って、前記引
き伸ばし手段（２１）を前記牽引すなわち搬送手段に係止すなわち係合する手段を含むこ
とを特徴とする請求項１１に記載の牽引装置。
【請求項１３】
　前記係合手段（３２）は、前記引き伸ばし手段（２１）を係止するために前記牽引すな
わち搬送手段を短い距離だけ駆動するための装置を含むことを特徴とする請求項２ないし
１２のいずれかに記載の牽引装置。
【請求項１４】
　前記センサ手段は、どの種類の引き伸ばし手段（２１）が前記受け入れ手段（３７）に
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給送されたかを識別するための手段と、該識別情報にもとづいて前記牽引装置（３０）を
制御するための手段とを含むことを特徴とする請求項１０ないし１２のいずれかに記載の
牽引装置。
【請求項１５】
　前記引き伸ばし手段（２１）に与えられた引き伸ばし力を測定するための手段と、引っ
張られた距離を測定するための手段と、該牽引力、該引っ張られた距離および牽引速度を
調整するための手段と、これらのパラメータの最大値を設定するための手段とを含むこと
を特徴とする請求項１ないし１４のいずれかに記載の牽引装置。
【請求項１６】
　前記牽引装置（３０）は、撮影すべき前記組織の接触すなわち圧迫装置（１１、１５、
１６）とともに、撮影すべき前記組織の位置決め装置（５０）を形成し、それにより、該
接触すなわち圧迫装置（１１、１５、１６）は、撮影すべき前記組織に接近する１つまた
は複数の接触すなわち圧迫表面（２２、２３）、あるいは撮影すべき前記組織を取り囲む
該接触すなわち圧迫表面（２２、２３）を含み、それにより、前記引き伸ばし手段（２１
）は、撮影すべき前記組織（２０）についての接触表面を形成するために、撮影すべき前
記組織（２０）と前記接触すなわち圧迫表面（２２、２３）との間で調節されるよう構成
されていることを特徴とする請求項１ないし１５のいずれかに記載の牽引装置。
【請求項１７】
　前記牽引装置（３０）および前記接触すなわち圧迫装置（１１、１５、１６）からなる
前記位置決め装置（５０）は、交互におよび／または同時に、前記牽引装置（３０）およ
び前記接触すなわち圧迫装置（１１、１５、１６）を動作するための動作手段を有するこ
とを特徴とする請求項１６に記載の牽引装置。
【請求項１８】
　２つ以上の牽引装置（３０）を備え、前記組織の種々の側面に関する異なる長さの距離
のために前記引き伸ばし手段（２１）を引っ張るための、および／または一方側から前記
組織を引っ張るための手段があることを特徴とする請求項１６または１７に記載の牽引装
置。
【請求項１９】
　前記牽引装置（３０）および前記接触すなわち圧迫装置（１１、１５、１６）からなる
前記位置決め装置（５０）は、撮影すべき前記組織（２０）に関して調節されている２つ
の牽引装置（３０）を有して、前記引き伸ばし手段（２１）の接触表面および撮影すべき
前記組織（２０）の接触表面が、撮影すべき前記組織（２０）の種々の側に置かれるよう
にすることを特徴とする請求項１５ないし１８に記載の牽引装置。
【請求項２０】
　前記接触すなわち圧迫装置（１１、１５、１６）は、撮影過程において発生する撮影情
報を含んだ前記エネルギー形態の受け部材（１４）のための接続手段を有することを特徴
とする請求項１６ないし１９に記載の牽引装置。
【請求項２１】
　前記受け部材（１４）を取り付けるための手段は、異なる撮影技術および／または異な
る受け技術にもとづいて種々に寸法決めされた受け部材（１４）を前記接触すなわち圧迫
装置（１１、１５、１６）に装着することを可能にすることを特徴とする請求項１ないし
１５に記載の牽引装置。
【請求項２２】
　前記撮影情報の受け部材（１４）と撮影領域との間の距離を調節するための手段を含む
ことを特徴とする請求項２０または２１に記載の牽引装置。
【請求項２３】
　所定のプログラム、および／または、たとえば撮影すべき組織の圧迫から受けた厚さお
よび圧迫力情報にもとづいて、前記牽引および圧迫装置を自動的に駆動するための制御手
段を含むことを特徴とする請求項１６ないし２２に記載の牽引装置。
【請求項２４】
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　組織、特に、胸部組織および胸部領域の組織を撮影するための撮影装置であって、
　本体部分（１１）と、
　前記組織（２０）の撮影に用いられるエネルギー源（１３）と、
　該エネルギー源（１３）から受け取られた、撮影すべき前記組織の撮影情報を含むエネ
ルギー形態のための受け部材（１４）と、
　撮影装置（１）の制御システムと、
　撮影すべき前記組織（２０）のための位置決め装置（５０）とを備え、
　該位置決め装置（５０）は、撮影すべき前記組織（２０）に接近する接触表面を含む接
触すなわち圧迫装置（１１、１５、１６）、あるいは接触すなわち圧迫表面（２２、２３
）、あるいは撮影すべき前記組織（２０）全体を取り囲む連続した接触すなわち圧迫表面
、および撮影すべき前記組織を引き伸ばすための引き伸ばし手段（２１）を引き込む牽引
装置（３０）を備え、該牽引装置（３０）は、
　撮影で用いられるエネルギー形態に対して透過性のある可撓性材料の層を有する引き伸
ばし手段（２１）を牽引方向（２６）に受け入れるための受け入れ手段（３７）と、
　前記引き伸ばし手段（２１）を前記牽引方向（２６）に引き込むための牽引すなわち搬
送手段（３１）と、
　前記受け入れ手段（３７）により受け入れられた前記引き伸ばし手段（２１）を前記牽
引すなわち搬送手段（３１）に係合するための係合手段（３２）とを備える撮影装置にお
いて、
　実質的に矩形、細長いまたは帯状のシートの形状である前記引き伸ばし手段（２１）を
一方の端部から前記牽引装置（３０）へ送り込む際に、前記受け入れ手段（３７）は、前
記引き伸ばし手段（２１）を前記一方の端部から前記牽引方向（２６）に前記牽引すなわ
ち搬送手段（３１）へ受け入れるように構成されていることを特徴とする撮影装置。
【請求項２５】
　前記撮影すべき組織（２０）の前記牽引装置（３０）は、請求項２ないし２３のいずれ
かに記載された牽引装置（３０）であることを特徴とする請求項２４に記載の撮影装置。
【請求項２６】
　前記引き伸ばし手段（２１）の前記受け入れ手段（３７）から隔置された手段により前
記撮影装置（１）から前記引き伸ばし手段（２１）を駆動するための手段を有することを
特徴とする請求項２４または２５に記載の撮影装置。
【請求項２７】
　前記組織（２０）を撮影する際に用いられる前記エネルギー源（１３）は、Ｘ線管であ
ることを特徴とする請求項２４、２５、または２６に記載の撮影装置。
【請求項２８】
　胸部の組織および胸部領域の組織を撮影する際に用いられる組織の引き伸ばし手段であ
って、該引き伸ばし手段（２１）は、撮影の際に用いられるエネルギー形態に対して透過
性のある可撓性材料の層を有し、撮影すべき前記組織を引き伸ばす牽引装置（３０）の牽
引すなわち搬送手段に係合されるよう構成された引き伸ばし手段において、実質的に矩形
、細長いまたは帯状のシートの形状である前記引き伸ばし手段（２１）を一方の端部から
前記牽引装置（３０）へ送り込む際に、前記引き伸ばし手段（２１）は、前記牽引装置（
３０）の受け入れ手段（３７）により前記一方の端部から牽引方向（２６）に前記牽引す
なわち搬送手段（３１）へ受け入れられるように構成されていることを特徴とする引き伸
ばし手段。
【請求項２９】
　前記引き伸ばし手段は、種々の大きさの引張り応力を有する領域を含むことを特徴とす
る請求項２８に記載の引き伸ばし手段。
【請求項３０】
　前記引き伸ばし手段は、プラスチックフィルム、細長い布切れ、帯またはシートにもと
づいたセルロース、あるいは薄い金属プレートであることを特徴とする請求項２８または
２９に記載の引き伸ばし手段。
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【請求項３１】
　前記引き伸ばし手段は、前記引き伸ばし手段（２１）の特性を識別することができる手
段を含み、該手段は、前記引き伸ばし手段（２１）の所定の色、色ステッカー、バーコー
ド、または前記引き伸ばし手段（２１）の給送端部の形状であることを特徴とする請求項
２８ないし３０のいずれかに記載の引き伸ばし手段。
【請求項３２】
　前記牽引装置（３０）の受け入れ手段（３７）に前記牽引方向（２６）に給送される前
記引き伸ばし手段（２１）の前記一方の端部は、テーパ状の突起部を有するよう、あるい
は、対称または非対称の先の尖っていない形状、または尖頭三角形を有するよう、あるい
は、いくつかのかかる三角形または矩形または他の形を含む給送縁部を有するように構成
されていることを特徴とする請求項２８ないし３１のいずれかに記載の引き伸ばし手段。
【請求項３３】
　撮影空間内に組織を位置決めする装置において用いられ、撮影で用いられるエネルギー
形態に対して透過性のある可撓性材料の層を有する引き伸ばし手段（２１）を引き込む牽
引装置（３０）へ前記引き伸ばし手段（２１）を給送する方法において、
　実質的に矩形、細長いまたは帯状のシートの形状である前記引き伸ばし手段（２１）を
一方の端部から前記牽引装置（３０）へ給送することと、
　給送された前記引き伸ばし手段（２１）を前記牽引装置（３０）の受け入れ手段（３７
）により前記一方の端部から牽引方向（２６）に、牽引すなわち搬送手段（３１）へ受け
入れることとを含むことを特徴とする方法。
【請求項３４】
　前記引き伸ばし手段は、撮影装置に属する前記牽引装置の前記牽引すなわち搬送手段と
接触して配置され、それにより、前記引き伸ばし手段は、前記牽引装置に送り込まれた前
記一方の端部で前記牽引すなわち搬送手段と係止して固定接触されるか、あるいは、前記
引き伸ばし手段は、前記牽引装置に送り込まれた前記一方の端部に隣接する側で前記牽引
すなわち搬送手段に係合することを特徴とする請求項３３に記載の方法。
【請求項３５】
　前記係止または係合は、前記引き伸ばし手段を前記牽引装置に短い距離だけ駆動するこ
とによって達成されることを特徴とする請求項３３または３４に記載の方法。
【請求項３６】
　前記引き伸ばし手段は、前記牽引すなわち搬送手段のドラム、シリンダ、棒、パイプ、
軸の周りに駆動されることを特徴とする請求項３３ないし３５のいずれかに記載の方法。
【請求項３７】
　前記引き伸ばし手段は、前記牽引装置の一部分を構成する識別手段の助成を用いて前記
牽引装置に送り込まれる際に識別されることを特徴とする請求項３３ないし３６のいずれ
かに記載の方法。
【請求項３８】
　前記識別手段は、前記撮影装置の制御システムに識別信号を送ることを特徴とする請求
項３７に記載の方法。
【請求項３９】
　前記制御システムは、前記牽引装置の前記牽引すなわち搬送手段に信号を送り、それに
より、前記牽引すなわち搬送手段に前記引き伸ばし手段を係止または係合させることを特
徴とする請求項３８に記載の方法。
【請求項４０】
　前記識別手段の助成を用いて、前記受け入れ手段に送り込まれる前記引き伸ばし手段の
タイプは識別され、前記牽引装置はその識別情報にもとづいて制御されることを特徴とす
る請求項３３ないし３９のいずれかに記載の方法。
【請求項４１】
　前記牽引装置は、前記引き伸ばし手段の牽引方向および反対方向の双方に駆動されるこ
とを特徴とする請求項３３ないし４０のいずれかに記載の方法。
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【請求項４２】
　前記引き伸ばし手段は、前記牽引装置により駆動されることを特徴とする請求項３３な
いし３４のいずれかに記載の方法。
【請求項４３】
　前記引き伸ばし手段は、送り込まれた経路とは異なる経路を介して、好ましくは、前記
牽引装置の前記受け入れ手段とは別の手段を介して、前記撮影装置から駆動されることを
特徴とする請求項３３ないし４２のいずれかに記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は組織の撮影方法および撮影装置に関し、特に、撮影空間内に組織を位置決めする
方法及び装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
各種位置決め方法が、たとえば、マンモグラフィ（乳房Ｘ線撮影）等で利用され、たとえ
ば、撮影すべき組織を圧迫板の間にはさんで圧迫すること、および／または撮影空間内に
物理的に引き込むことが知られている。
現在、たとえば、Ｘ線、超音波および磁気撮影技術等、組織を撮影するための技術が多数
知られている。撮影は、たとえばガンおよび他の異常な状態を、治療が難しい段階か、ま
たは不治の段階に発展する前に検出する折り紙付きの手法となってきている。
【０００３】
組織の撮影に関連する問題の一つは、撮影過程の間、組織を撮影空間内に位置決めし保持
することに関する。撮影空間内での組織の位置決めが成功する場合が多くなれば、成功し
なかった場合に同じ場所で続けて露光をする必要があるという問題が少なくなる。また、
位置決めで遭遇する問題は、絶対的に必要な数よりも多くの組織領域の撮影が行われると
いう結果になる場合があるということである。これらの問題は、Ｘ線を使用する場合に問
題が大きくなり、この場合、放射線衛生の重要性、すなわち放射線に対する組織の露光を
最小限にする必要性が常に考慮されなければならない。
【０００４】
組織の位置決めを利用した方法の一つは、特にマンモグラフィにおいて、撮影すべき組織
を圧迫することである。組織を圧迫する主な理由は、撮影過程の間、組織を同じ場所に保
持することにある。しかしながら、撮影すべき組織層が薄くなるにつれ、放射線量も小さ
くなりかつ撮影時間が短くなり、これにより、露光下での組織の移動により生じる不正確
さがさらに減少する。さらに、組織層がより薄くなることで、散乱の減少につれて画像の
コントラストが改善する。同時に、より低い撮影値（ｋＶ）の使用が可能となる。加えて
、重ね合わされている組織層ができるだけずれて互いにより効果的に識別されるようにな
るので、解像度が改善し、フィルムの暗さがより一様になり、結果的に診断に役立つ価値
ある画像となる。
【０００５】
　マンモグラフィでは、撮影空間からたやすくはみ出してしまう部分が、胸壁、および脇
の下に接近した部分であり、これらの部分にはガンおよび異常な組織がしばしば発生しや
すい。一方、圧迫過程により、露光下の組織の一部が撮影空間から押し出されてしまうこ
とさえある。それゆえ、当該分野では、圧迫板により作られる撮影空間ができるだけ多く
の組織を保持できるように、胸郭および胸部領域の組織を引いたり、さもなければ操作で
きる圧迫板および圧迫手法に関連した各種の解決方法を開発するための努力が行われてい
る。吸引装置により、組織を撮影空間に引き込むために負圧力が使われてきてさえいる。
【０００６】
胸部を撮影空間内に引き込むためのかなり新しく興味ある手法が、米国特許第５，５５３
，１１１号に開示されている。この手順によれば、たとえばプラスティックフィルム層等
の放射線透過性材料層が圧迫板と撮影すべき組織との間に配置されている。たとえば、こ
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のフィルムは、胸部の上部及び下部を通過できるように、撮影すべき組織と圧迫板の接触
部分すなわち圧迫表面との間にフィルムが配置されている。その後、フィルムは胸部先端
方向に引っ張られ、撮影空間内により多くの組織を引き込む。この公報では、組織を両側
から引っ張るための１つの連続的な層のフィルムの利用、あるいは、撮影すべき組織を圧
迫するために用いられる圧迫板の周りを通過する実質的にリング状の引き伸ばし手段を作
るために別々のフィルム搬送体に両端部が取り付けられた別々のフィルム帯の利用を提案
している。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
原則として、米国特許第５，５５３，１１１号に記載されている技術は、多くの好ましい
特徴を含んでいる。しかし、これらの特徴を実際に適用する場合、上記解決方法では、多
くの問題となる点がある。他の事柄の中でも厳しい衛生面が求められる現代の要求のため
、患者毎に使い捨て可能なフィルムや対応する引き伸ばし手段を取り替えることが適切で
ある。フィルムを引っ張ること、牽引装置にフィルムを固定すること等の上記特許公報に
明記されている解決方法は、患者毎に引き伸ばし手段を迅速に取り替える手段を含んでい
ない。加えて、上記解決方法では、引張り手段を本来の位置で衛生的にすることは、使い
にくく、確実ではない。たとえば、マンモグラフィ検診では、時間要素が非常に重要であ
るため、上記公報に記載の技術が、臨床撮影以外では使いものにならないことが明らかで
ある。
【０００８】
それゆえ、本明細書に提示される本発明の目的は、組織撮影に関連した位置決め分野にお
ける技術レベルの向上にある。
【０００９】
特に、本明細書に提示される本発明の目的は、実際の撮影過程を迅速にするような組織引
き伸ばし手段に基づく技術を発展させることにある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
本発明の目的は、組織引き伸ばし手段が、簡易、迅速かつ容易に送り込まれて、組織牽引
装置にしっかり固定されることで、これにより、全体の撮影時間を短縮することができ、
かつ難しい組立手順を排除することができる解決方法を提供することにある。
【００１１】
本発明の目的は、主要な寸法が本質的に矩形の形状をしたシート状の引き伸ばし手段また
はその他の引き伸ばし手段を、銀行のカードまたは通帳を自動キャッシュディスペンサに
挿入するのと同様に牽引装置に容易に送り込むことができるように、引き伸ばし手段を牽
引装置に送り込む解決方法を提供することにある。
【００１２】
　また、本発明の目的は、牽引装置に対する引き伸ばし手段の迅速、安全、且つ滑らない
係止を保証するように、組織引き伸ばし手段を組織牽引装置に固定する解決方法を提供す
ることにある。
【００１３】
さらに、本発明の目的は、引き伸ばし手段が、牽引装置から引き出されるのと同様に牽引
装置内に引き込むことができる牽引装置を提供することともに、引き伸ばし手段を牽引装
置に固定する解決方法を提供することにある。
【００１４】
また、本発明の目的は、マンモグラフィで典型的に利用される撮影方法及び撮影シーケン
スを簡易的、効果的、および所望であれば、ある程度自動化して適用することができる組
織牽引技術を利用した撮影システムを提供することにある。
【００１５】
また、本発明の目的は、各種圧迫板、撮影情報受信器、グリッド等、マンモグラフィで一
般に用いられる全ての構成要素をこれまでと同様に利用することを可能にすることを目的
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とする。
【００１６】
【発明の実施の形態】
添付図面を参照しながら、本発明および本発明の有益な適用を以下に述べる。しかし、本
発明はそれらの解決方法を排他的に限定するものではなく、本質的な特徴は、添付の特許
請求項の範囲、特に独立の請求項の特徴記載部分で述べられる。
【００１７】
添付図面では、Ｘ線を適用したものを参照しながら本発明が図示されている。本発明が適
用される超音波装置の構成の部分が、本明細書で述べられるＸ線装置の構成から外されて
いることは、当業者にとって自明である。
【００１８】
図１のように、典型的なマンモグラフィＸ線装置１は、本体部１１およびＣ字型腕部材１
２を有している。Ｃ字型腕部材１２は、放射線源１３および放射線受け部１４（この図で
は実際には図示せず）がＣ字型腕部材１２の対向端部に配置されている一般的な場合にお
いて、本体部１１に接続された対応する部材のことである。一般的に、Ｃ字型腕部材１２
は、本体部１１に関して垂直に移動でき、回転することができる。さらに、本装置で使用
される圧迫板１５、１６は、一般的に、そのうちの１つが構造的に放射線受け部１４に取
り付けられている。本装置は、Ｃ字型腕部材１２に対する圧迫板１５、１６の高さ位置を
変える手段（この図では図示せず）を典型的に装備している。
【００１９】
図２は、圧迫技術を利用したマンモグラフィ装置に関する従来技術による撮影すべき組織
の牽引の一般的な原理を示している。この点に関して、圧迫は本発明を適用する観点で利
益ある手法であるが、圧迫板と引き伸ばし手段との接触、および該引き伸ばし手段を介し
ての撮影すべき組織への接触は、本発明のある適用では、わずかなもので十分である点を
強調しておく。
【００２０】
　図２のように、圧迫板１５、１６間で作られる撮影空間内に撮影すべき組織２０を位置
決めする前に、伸縮性材料でできた引き伸ばし手段２１を撮影装置に取り付ける。従来技
術によれば、引き伸ばし手段２１は、たとえば、圧迫板１５、１６の接触部または圧迫表
面２２、２３に沿って、および図示しない牽引装置により移動するために位置決めされる
連続した一帯のフィルムからなる。牽引装置は、たとえば、Ｃ字型腕部材１２内に設置す
ることができ、この場合、ほぼその中央からＣ字型腕部材１２の方向に引き伸ばし手段２
１を引き込む手段が設けられる。この場合、撮影すべき組織２０は、引き伸ばし手段２１
により作られる、両側に開いたポケット状の空間に置くことができる。代替的に、従来技
術によれば、牽引装置は、個々の圧迫板１５、１６の一方，又は、他方、あるいは，両方
の周りを移動することができるリング状の引き伸ばし手段２１と、このような引き伸ばし
手段２１の搬送装置とからなるものであってもよい。
【００２１】
図２によれば、組織を撮影過程は、たとえば、上部の圧迫板１５を下部の圧迫板１６の方
向に移動することにより開始され（２ａ）、撮影すべき組織２０は撮影空間にわたって均
等に広げられる（２ｂ）。撮影空間内での組織２０の牽引は、牽引装置すなわち不図示の
独立した搬送装置を起動することで開始される。牽引装置は、接触部分すなわち圧迫表面
２２、２３に対して方向２５に引き伸ばし手段２１を移動し、それにより、撮影すべき組
織２０は、牽引方向２６に引き伸ばされ始め、接触部分または圧迫表面２２、２３の空間
の外側に位置する組織は、撮影空間の方向に移動し始める（２ｃ）。したがって、組織２
０から得られる画像は、通常は撮影空間の外側に残っているような組織を含み、この外側
に残っているような組織において病変２７がしばしば発生する（２ｄ）。組織の移動量は
、決して大きくない。たとえば、数ミリメートルの移動で診断上ではすでに有意義となり
うる。
【００２２】
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　図３は、本発明による牽引装置３０を示しており、回転軸、シリンダすなわちドラム３
１、引き伸ばし手段２１を係止する１つまたは複数の手段３２、手段３２の動作部は、た
とえば、偏心楔３３、偏心楔３３の圧縮バネ３４からなり、引き伸ばし手段のための１つ
または複数のガイド３５、および偏心楔３３または対応する構成要素の解除棒３６からな
る。さらに、牽引装置は、引き伸ばし手段のための受け入れ手段を備えていてもよく、そ
れは、図３において、引き伸ばし手段２１のガイド３５の楔状の開口３７として示されて
いる。モータ３８および不図示の動力伝達手段は、牽引装置３０を駆動する。
【００２３】
　図４の４ａ～４ｃは、図３に示した牽引装置３０の作用を示す図である。引き伸ばし手
段２１は、弾性材料でできており、実質的に矩形状であることが好ましく、回転されるシ
リンダ３１と偏心楔３３との間の位置に引き伸ばし手段２１を導く楔状の受け入れ開口３
７に送り込まれる（４ａ）。偏心楔３３の圧縮バネ３４は、楔３３とシリンダ３１との間
に引き伸ばし手段２１を係合させる助けとなるが、実際の係止は、偏心楔３３の構成その
もの、および偏心楔３３の牽引装置３０への固定にもとづいている。シリンダ３１と偏心
楔３３との間の空間に送り込まれた引き伸ばし手段２１が、該引き伸ばし手段を牽引装置
３０から抜き取る方向からの力にさらされるとき、偏心楔３３は、シリンダ３１により接
近して絶え間なくシリンダ３１に付着しようとする。引き伸ばし手段２１は、回転シリン
ダ３１により引っ張られる。牽引装置３０と動力伝達手段の寸法およびギヤ比は、たとえ
ば、シリンダ３１の半回転で、仮定される最大距離、たとえば５０ｍｍまで引き伸ばし手
段２１を引っ張るために十分であるように構成されている（４ｂ）。回転シリンダ３１を
反対方向に回転することにより、引き伸ばし手段２１の係合がとかれ、それにより、シリ
ンダ３１を覆う鞘状のガイド３５は、引き伸ばし手段２１を牽引装置３０から送り出し、
偏心楔３３が解除棒３６と接触して解除棒３６により偏心楔３３を回転させて偏心楔３３
がシリンダ３１の表面から分離したとき、引き伸ばし手段２１の係止が解除される（４ｃ
）。
【００２４】
　また、牽引装置３０は、引き伸ばし手段２１の給送を識別する手段（図示せず）を備え
てもよい。たとえば、圧縮バネ３４に関連して、引き伸ばし手段２１との接触の際に反応
するマイクロスイッチを組み込むことができる。代替的に、ガイド３５は、引き伸ばし手
段２１を光学的に識別する構成要素を設けることができる。また、牽引装置３０に送り込
まれる引き伸ばし手段２１のタイプを識別できるような識別手段を具体的に設けてもよい
。このような場合、制御システムは、識別手段から牽引すなわち搬送手段への信号経路を
含んでもよく、制御システムは、典型的な画像処理パラメータを用い、各引き伸ばし手段
向けに予めプログラムされていてもよい。牽引装置３０は、たとえば、図３および図４に
示すシリンダ３１、または対応する装置を短い距離だけ回転することにより、たとえば、
識別信号に基づいて引き伸ばし手段２１を係止する自動制御システムを含むことができる
。所望であれば、予めプログラムされた装置のパラメータに従い、撮影過程全体を自動化
することもでき、特に、圧迫を中止するとき、引き伸ばし手段は、装置から撮影過程の初
期位置まで、あるいは装置から全部送り出されるようにすることもできる。
【００２５】
　また、本装置は、引き伸ばし手段２１の牽引力および牽引距離のための識別手段を備え
ることができる。本発明によれば、所望であれば、組織を一方側のみで引き伸ばしするか
、または異なる両側から組織を可変長距離を引き伸ばしするか、および／または異なる両
側から異なる速度で組織を引き伸ばしすることができるようにするために、互いに独立に
制御できる幾つかの牽引装置３０を配置することができ、それにより、それらを駆動する
ことができる。また、牽引装置３０は、異なる牽引シーケンス、または牽引に関連した安
全制限値を包含するようにプログラムすることができる。この値は、たとえば引き伸ばし
手段の最大牽引力、および／または最大引き伸ばし長さの制限値等である。これらは、た
とえば、牽引力に対して３００Ｎ、引き伸ばし長さに対して５０ｍｍ、および引き伸ばし
速度に対して２０ｍｍ／ｓであり、使用する典型的な値は、これら制限値よりも幾分低く
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なる。
【００２６】
　勿論、牽引装置３０の牽引要素は、上述した好適な実施の形態を用いた全ての詳細にお
いて従わなくてもよい。また、引き伸ばし手段２１の牽引装置への係止は、たとえば、係
止装置をある種の滑り揺動台に取り付けた状態で、他の方法により実現することもできる
。したがって、引き伸ばし動作を実現する１つの好適な方法は、適切な溝すなわち制御動
作のための対応する要素に沿って揺動台を動かすことであり、直線的に動かすことが好ま
しい。また、牽引手段が２つの実質的に平行な回転軸で構成され、双方がその端部におい
てかみ合い溝、ギア、あるいは対応する構成を本質的に備えた解決方法を利用することも
可能である。
【００２７】
回転の間、そのような回転軸は、上記かみ合い溝、ギア、あるいは対応する手段により回
転軸間で引き伸ばし手段を固定し、回転軸は、回転しながら、搬送装置を介して引き伸ば
し手段をさらに搬送する。このような解決方法は、給送経路以外により、撮影装置から引
き伸ばし手段を引き出すときに特に好適である。
【００２８】
　図５は、本発明による組織位置決め装置５０を形成するために、たとえば、マンモグラ
フィ装置１で典型的なＣ字型腕部材１２において、本発明による牽引装置３０をどのよう
に統合できるかを示す。図５に示す構成では、Ｃ字型腕部材１２は、Ｃ字型腕部材１２に
対して移動可能な上部および下部圧迫板１５、１６と、下部圧迫板１６に結合されたカセ
ットトンネル５１と、いわゆるバッキー（bucky）である移動可能なグリッド５２と、本
質的に圧迫板の間近にある上部および下部牽引装置３０とを備える。望ましいタイプの放
射線受け部１４は、カセットトンネル５１に装着することができ、放射線源１３は、Ｃ字
型腕部材１２の対向するフレーム上に位置する。
【００２９】
　図５に示される構成では、たとえば図３および図４に示した牽引装置３０を圧迫板１５
，１６の両方に係合させることにより、引き伸ばし手段２１を位置決めすることが可能で
ある。他の点では、たとえば、図２に関する記載で説明した方法で撮影過程を実行するこ
とができる。
【００３０】
　別の面から言えば、本発明による撮影過程を実行するための１つの好適な方法は、たと
えば、図５による構成においてのように、ステージを有し、そのステージにおいて２つの
引き伸ばし手段２１が対応する牽引装置３０内に送り込まれ、次いで牽引装置３０の牽引
すなわち搬送手段に係止または係合される。撮影すべき組織２０を、交互に、最初に圧迫
し、次いで引っ張る。必要であれば、患者が苦痛に耐えることができる条件で、可能な回
数は撮影過程を制限しない。その後、画像が撮影され、圧迫が解放されて引き伸ばし手段
２１はその初期位置、すなわち、牽引すなわち搬送手段に係止または係合された際にあっ
た位置に移動される。その後、異なる角度から同じ対象物の画像を撮影するために、およ
び／または、同じ対象物の組織の異なる場所の画像を撮影するために、すなわち、はじめ
に一方の胸部すなわち胸部の組織を画像を撮影し、次いで、他方の胸部すなわち胸部の組
織を撮影するために同じ段階が繰り返される。
【００３１】
撮影過程は、圧迫と引き伸ばしの動作を反対にするのと同様に、圧迫と引き伸ばしの動作
を同時に行うことで迅速にすることができる。同時に引き伸ばしおよび圧迫するこのタイ
プでの手法は、圧迫力の増加と圧迫の厚さの減少の関数として自動化することができる。
撮影すべき各種組織のタイプで相互依存する最適な圧迫力および引張り速度／引張り距離
は、臨床試験により決定することができる。たとえば、組織タイプは、圧迫の厚さおよび
力により識別できる。この場合、たとえば、最初の厚さが大きくて、圧迫のために比較的
小さな力が必要とされる組織は、反対の特性を有する組織よりも多くの体積量を撮影領域
に引き込むことができる。自動化は、たとえば、特定の圧迫力に達するまでの短い時間だ
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け最初の圧迫を行い、その後、組織を、引っ張るとともに圧迫し、場合によっては、最後
に個別に引っ張り、または個別に圧迫するというような自動化とすることができる。
【００３２】
リアルタイムの、またはリアルタイムに近い撮影を可能にし、あるいは組織の移動を可能
にする撮影技術を用いる場合には、診断の観点から、撮影中に組織を引き伸ばしすること
が好ましい。
【００３３】
　本発明による技術の利点の１つは、本発明の適用のためにいかなる特別な構成配置も必
要とすることなく、マンモグラフィにおいて通常使用される撮影のプラクティスを全て使
用することを可能にすることである。たとえば、牽引装置の構成配置によって、受け部材
（検知部材）と撮影領域との間の距離の変更が困難または不可能にさえなるために、少な
くともいくつかの従来の解決方法には、マンモグラフィに典型的な拡大撮影を適用するこ
とは困難であろう。本発明による牽引装置は、比較的小さな改造により既存のマンモグラ
フィ装置に取り付けることもできる。
【００３４】
　特に、胸部組織は、大きさがかなり多様である。このために、マンモグラフィでは、種
々の大きさの対象物に対し、種々の大きさの撮影情報受け部材と、種々の大きさおよび種
類の圧迫板等とが一般に使用される。本発明による構成配置の組織牽引装置では、これら
の異なる大きさの手段の利用および／または他の異なる手段の利用の可能性が決して制限
されないことが好ましい。撮影情報を、たとえばフィルム上でまたはデジタル式等、周知
の技術を用いる同様の方法で受けることもできる。
【００３５】
両側から組織に接近する２つの圧迫板の使用とともに本発明を説明してきたが、１つだけ
または３つ以上の圧迫板を使用する用途や、撮影すべき組織を取り囲む圧迫構造とともに
当然に用いることもできる。いくつかの圧迫板を利用する場合には、本質的に対称的な方
法で、圧迫板を撮影すべき組織に接近させることが有益な場合が多い。
【００３６】
　本発明によれば、引き伸ばし手段自体は、撮影する際に用いられるエネルギー形態に対
して透過性のある任意の可撓性材料からなりうる。可能性がある材料としては、たとえば
、種々のプラスチック、繊維、セルロース系材料、及び同等な適切な材料を含む。引き伸
ばし手段は、引張り応力を変更する領域を含むように形成され、それによって、このやり
方で組織を引き伸ばしする程度を調節することを可能にすることができる。
【００３７】
　さらに、引き伸ばし手段の実際の形は、全くの長方形の形である必要はない。必要不可
欠なことは、引き伸ばし手段が一方の端部から牽引装置に容易に送り込まれることができ
ることである。しかしながら、引き伸ばし手段を係止することをふまえると、牽引装置が
引き伸ばし手段を容易に捉え、かつ係止できるようにするために、引き伸ばし手段の給送
端部になんらかの突起部を設けることが有利である場合もある。このような突起部は、た
とえば、先の尖った又は先の丸くなった、矩形や三角形の形態であってもよく、引き伸ば
し手段の給送端部を覆う全群の突起部を形成することができる。給送端部の適切な形態は
、牽引装置が引き伸ばし手段を具体的に識別するための手段として用いることができる。
【００３８】
当然のことながら、引き伸ばし手段を識別することは、さらに多くの他の特性、たとえば
引き伸ばし手段の色、引き伸ばし手段に取り付けられる色ステッカーまたはバーコードに
基づいて行うこともできる。
【００３９】
本発明はまた、引き伸ばし手段の形態ならびにその構造（たとえば、種々の圧迫板に適用
可能な、その長さ、幅、厚さ、および材料）を最適化することを可能にさせる。たとえば
、上側および下側圧迫板を用いて、特定の引き伸ばし手段を使用することができ、種々の
幅の圧迫板のために特定の引き伸ばし手段、および、種々のいわゆる点圧迫板(spot-comp



(12) JP 4536930 B2 2010.9.1

10

20

ression paddle)等を用いる特定の引き伸ばし手段を使用することができる。
【００４０】
本発明の上記の好ましく実現可能な実施形態を略述した用途は、決して制限される意図は
ない。添付の特許請求の範囲は、多くの細部を変更してもよいことの概念をふまえながら
、本発明の範囲を規定するものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】　マンモグラフィＸ線装置を示す図である。
【図２】　撮影すべき組織を従来の技術により牽引する一般的な原理を示す図である。
【図３】　本発明による引き伸ばし装置を示す図である。
【図４】　４ａ～４ｃは、図３で明記された引き伸ばし装置の動作を示す図である。
【図５】　撮影すべき組織の引き伸ばし装置の本発明による配置を示す図である。
【符号の説明】
１　　　マンモグラフィＸ線装置
１１　　本体部
１５，１６　　圧迫板
２１　　引き伸ばし手段
２２，２３　　圧迫表面
３０　　牽引装置
３１　　シリンダ
３３　　偏心楔
３７　　受け入れ開口
５０　　組織位置決め装置

【図１】 【図２】
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